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相談支援センター 
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障がい児 精神障がい者 

   
 

 
 

 

Ｒ4.4.1 

基幹相談支援センター 

ピアセンターかわちながの 

 

 

 

 

 

 

身体障がい者 

※重複障がいや難病、多機関、他市

との連携を要するケース 

 への対応 

〒586-0015 

 

河内長野市本町 10-15 

ｱﾀﾞﾁﾋﾞﾙ 201 

 

TEL ０７２１-５３-４０８６ 

FAX ０７２１-８７-０３５０ 

 

相談支援体制（市委託事業所と指定特定相談支援事業所の役割） 

指定特定相談支援事業所（利用計画作成） 
※個別給付 

河内長野市委託相談支援事業所 

専門的な指導・助言 

〒586-0033 

 

河内長野市喜多町 663-1 

イズミヤ河内長野店 4 階内 

 

TEL ０７２１-７０-７００２ 

FAX ０７２１-７０-７００３ 

相互に連携 

基本相談【初期相談→アセスメント→ニーズ整理→機関紹介（計画相談支援事業所の紹介含む）】を中心とする。その他、サービス利用に至らない

相談支援を継続して実施する。 

〒586-0046  
 

河内長野市中片添町 11 番 9 号 

 

 
TEL ０７２１-５５-２２７４ 

FAX ０７２１-５５-２２７６ 

相談支援室 

れんげのおか 

 

 

 
知的障がい者 

〒586-0032 

 

河内長野市栄町 25-37 

児童療育支援プラザ内 

 

TEL ０７２１-２6-９１９０ 

FAX ０７２１-２６-９９４１ 


